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1.本書の目的

本書は、平成23年4月1日以降に当社が申請受理する電気事業法第肪条第4項の

定期安全管理審査の実施要領と申請者(設置者)側での準備事項等につき説明すること

を目的としています。

2.定期安全管理審査の申請

2.1 申請者の区分

審査を受審する場合の申請者の立場は、施行規則第94条の2に記されているよう

に下記の3通りに区分されます。

① 2号組織

定期事業者検査の度毎に安全管理審査を受審する組織(旧運用での個別審査組

織に相当するもの)

② 1号組織

安全管理検査の体制が特に優れているため、安全管理審査の受審頻度を3年に1

回に緩和する優遇措置が認められている組織

③ 1号の部且織

1号組織として認められているが、「発電所の廃止、長期休止、複数の発電所一体

の共通定期事業者検査体制ヘの移行、共通定期事業者検査体制を敷いている発電

所数の増減」等のため、1号評定の通知書を受領した日から3年を経過しない時期に

安全管理審査を受審しなければならなくなった組織

2.2 審査種類別の受審時期と適用審査基準

現在の申請者区分と希望する評定区分毎の審査受審時期及び審査基準は、以下の

ように区分されます。

2.2.1 2号組織又は初めて受審する組織が、2号組織の継続又は取得を希望してい

る場合の審査

受審時期:定期事業者検査の度ごと。

ただし、同一組織で複数設備の定期事業者検査が同時期に実施された

場合、審査を同時に受審することは可能。(1申請書に複数設備を併記)

・審査基準:「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)NISA-234e-10-1」の

添付資料 1-2

2.2.2 2号組織又は初めて受審する組織が1号組織の取得を希望している場合の審査

・受審時期.定期事業者検査の時期。

・審査基準:「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)NISA-2340-10-1」の

添付資料 1-1

223 1号組織力ゞ1号組織の継続を希望している場合の審査

受審時期:1号評定の通知書を受領した日から3年を経過した日以降3月を越えな

い時期

・審査基準:「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)NISA-2340-10-1」の
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添付資料 1-1

22.4 1号組織力ゞ1号評定の通知書を受領した日から3年経過後、 2号組織ヘの

ランクダウン希望で受審する場合の審査

・受審時期:1号評定の通知書を受領した日から3年を経過した日以降3月を越えな

い時期

・審査基準:1号評定受領後安全管理審査なしで実施した定期事業者検査に対し

「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)NISA-234e-10-1」の

添付資料1-1

直近の定期事業者検査に対し:「使用前・定期安全管理審査実施要

領(内規)NISA-234e-10-1」の添付資料1-2

22.51号の2組織として受する場合の審査

・受審時期:安全管理審査の受審が必要になった時期

・審査基準:「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)NISA-234e-10-1」の

添付資料 1-1

2.3 申青の単位

申請の単位は、申請者の区分とは関係なく主任技術者の選任範囲、兼任範囲で

ある事業場又は設備単位又はいわゆる「複数の発電所一体の共通の定期事業者検

査実施体制」を構築している定期事業者検査実施組織単位です。しかし、現在2

号組織である場合、同一申請書にまとめて申請できるのは、同時期に事業者検査

を行なっていることが必要です。この場合の同時期とは、最も早く事業者検査が

完了した設備の検査完了日幟運転終了印から2ケ月程度内に審査を行なえる事

業者検査の範囲です。咽1参照)

1T

図1 同一申請書にまとめることが出来事業者検査範囲

次に、新たに「複数発電所にこでは、 A、 B、C発電所)一体の共通定期事業者

検査実施体御j」を構築し、 1号組織の取得を希望している場合の要領について説

明します。

複数発電所の個々の設備の事業者検査完了日が互いに離れているため、 A、B、

B

B

2ケ月程度
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C発電所設備の最初の事業者検査完了日から2ケ月程度内に審査日をまとめて設

定できない場合には、図2に示される通り、 A発電所とB発電所が同時期に検査

完了した場合は、まず、両発電所が同時に受審し、 X事業所(A十B発電所)と

して1号評定を受け、次にC発電所が検査を行う時期に、一旦X事業所(A十B

発電所)の解消審査陳1号の2組織に対する審査)を受けると共に、同時にC発

電所の定期安全管理審査を受け、新たにX事業所(A十B十C発電所)という組

織として1号評定を受けます。なお、解消のための申請書(A十B発電所)と追

加のための申請書(C発電所)は、 1つの申請書ではなく、それぞれ別に申請を

行うことが必要です。

A発電所

J'.、七人^J゛'ノ'

J」

IA発電所法定
1、事1粂者1金査ヲイ

κノ 1 、ノ'、J I,,、ゞ/y、 1

B発電所

イ、 J'、、゛J J
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図2 複数の発電所一体の共通の法定事業者検査実施体制を構築している

定期事業者検査実施組織の審査時期の例(内規図2より)

2.4 審査申請書の作成要領

2.4.1 審査申請書の記載例

当社の定期安全管理審査の申請書記載例を様式 1(21,22頁)に示していますの

で、これを参考に申請書の作成を行なってください。

2.4,2 審査申請書ヘの添付書類

申請書には以下に示す書類を添付して申請してください。

①定期事業者検査マニュアル(1号組織希望の場合のみ必要)

1号組織希望の定期事業者検査組織の定期事業者検査体制を記した書類で、 言

い換えれば、「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)NISA-234e-10-1 の添

付資料 1-Uに記された1号組織に対する審査基準の要求事項を満足する定期事

業者検査体制を記した書類です。

②定期事業者検査要領書(2号組織希望の場合に必要)

2号組織希望の定期事業者検査組織の定期事業者検査体制を記した書類です。

言い換えれぱ、「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)NISA-234e-10-Uの

添付資料 1-2に記された2号組織に対する審査基準の要求事項を満足する定期

事業者検査体制を記した書類です。

X発電所
(A+B発電所)

〕,゛゛ノ,/ JJ,、

C発電戸斤

、,、"、」、,〕'」、、÷、

'1X発電所くA十,B発jl
i電所Σの言晋湾審査11三

ウ'1、1 j、ノ、、、ー、、> ,'ヤ

J ι、、三"凸ナイ C/,ナ"゛ム,

1" ^ 1＼ヤに>三气 1 ,、{'1t,ゞ.叉'、七J.' 1
^、

ニ?幾六

太

ン

/g!発.電^法^ー
1事粂者検査1・1
、"、,゛',、ー、ノ、づ1 '、=、ノ

*解消審査とは、本婁2.1B)の組織力(受ける審査のこと。

X発電戸斤
(A+B+C発電所)
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③定期事業者検査実施要領書

定期事業者検査そのものの具体的検査実施要領を記した書類で、設置者の任意

で①又は②の書類と合体して作成することも出来ます。この書類は、通常検査解釈

(「電気事業法施行規則第94条の3第1項第2号に定める定期事業者検査の方法の

解釈NISA-234a-H-2」)の別表の内容を設置者毎の設備、既存の記録様式等に合

わせて記述し、作成されます。

④委任状

申請書は原則として、申請組織の代表者名で申請される必要がありますが、

申請組織代表者の委任を受けて申請する場合には、委任状を添付願います。

過去において当社に委任状の原紙をご提出頂いている場合は、その写しを、

今回が当社に対する申請の初回である場合は、原紙をご提出ください。

⑤連絡窓口等(様式一2、23頁)

⑥「前回の評定通知書」の写し

申請時点で1号組織の評定を受けている場合のみ、ご提出ください。

2.5 審査申請書等の提出期限及び提出先

2.5.1 審査申請書の提出期限

① 2号組織の場合

原貝ルして、定期事業者検査終了後1ケ月以内に申請願います。

なお、実地審査実施日は、原貝ルして申請書受領後1ケ月内を目途に設定されます。

② 1号組織の場合

1号評定の通知書を受領した日から3年を経過した日以降3月を越えない時期に実

地審査を受ける彪、要がありますので、原貝ルして、その1ケ月前までに申請願います。

③ 1号の畔且織の場合

1号の部且織としての受審が必要になった時期に申請することになります。この場合

の実地審査の時期は、原則として、申請書受領後1ケ月内を目途に設定致します。

2.5.2 審査申請書の提出先、提出部数

審査申請書の提出先は、すべて日本検査株式会社本社の安全管理審査室宛です。

申請書及び添付書類1部を郵送または持参願います。(郵送、持参は自由です。)

2.6 定期事業者検査の時期変更について

定期事業者検査の時期については、施行規則の第94条の2に規定されていますが、

この時期を次のような理由により変更したいとお考えの場合は、当該規則の第2項に

従い、陌寺期変更承認申請書」に使用状況を記載した書類を添えて(下記、2.の理由

の場合は、不要)当該発電設備を管轄する経済産業大臣又は産業保安監督部長宛

に、本来の定期事業者検査期限の1ケ月前までに提出し承認を得ることが必要ですが

いずれにせよ当該事項については、国の専管事項ですので、先ず、管轄産業保安監

督部等に相談されることをお勧めします。

1.使用状況から見て本来の定期事業者検査の時期に検査を行なう必要がないと

お考えの場合

2.災害その他非常の場合で、本来の定期事業者検査の時期に検査を行なうこと

が著しく困難であるとお考えの場合
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3.定期事業者検査の実施

3.1 定期事業者検査に関する法令要求

定期事業者検査対象設備の設置者は、「表 1 定期事業者検査に適用する関係

法令等」を基本とする自設備に対応した適用法令要求事項を明確にして、定期事

業者検査を実施することが求められています。また、表2は表1の法令要求の概

要を示したものです。

表1 定期事業者検査に適用する関係法令等

電気事業法

2 電気事業法施行令

法令等名

3 電気事業法施行規則

4
発電用火力設備に関する
技術基準を定める省令

5
発電用火力設備に関する
技術基準の細目を定める告示

6 電気設備に関する技術基準を定める省令

電気事業法施行規則第73条の6第1の2号、

第83条の2第2の2号及び第94条の5第1項

第1の2号に規定する使用前安全管理審査、

溶接安全管理審査及び定期安全管理審査を

受ける必要があるとして経済産業大臣が定め

る件

昭和 39年法律第 170 号

文書番号

7

昭和如年政令第 206 号

平成7年通産省令第77号

8

公布年月日

発電用火力設備の技術基準の解釈

平成9年通省令第51号

9

H39.07.H

電気設備の技術基準の解釈

平成 12年通産省告示
第 479 号

文書
種別

10

S40.06.15

電気事業法施行規則第94条の3第1項第2号に
定める定期事業者検査の方法の解釈

平成9年通産省令第52号

法令

H07.10.18

Ⅱ

火力設備における電気事業法施行規則第

94条の2第2項第1号に規定する定期事業者

検査の時期変更承認に係る標準的な審査

基準例及び申請方法等について

法令

H09.03.27

平成 16年経産省告示

第 422 号

法令

H12.08.02

12

法令

発電用火力設備における高クロム鋼に対
する寿命評価式の一部改正について

平成 19・08・10 原院第3 号

H09.03.27

法令

H16.12.01

法令

平成23・01・28 原院第 3 号

NISA-234a-11-2

法令

H19.09.03

平成 17・10・18 原院第 7 号
NISA-234C-05-フ

H23,07.01

内規、
通達

平成 19・06・06原院第2 号

NISA-234a-07-4

H23.04,04

内規、
通達
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第1条

電気事業法

目的

(公共の安全と環境

第39女・
事業用作物の維持

撫h基凖適△轡倒寺^

鋼2木

表

保安規程

保券見程を定め、経産大臣に届出

主任技術者

(保安の監督をさせる主任技術者を
選任し届出、主倒却何者の義務)

定期安全管理検査に関する法令要求の概要

電気事業法施行規貝"

第43条

第5際
定期安全管瑠^

範囲時期、方法評定一)検査及

胸1条
安全管

伸諭こ対し遅謝よく、公正に
規定の方法で審査の実施

弟駒久
イ呆安規程

保塞肥dX勾容d泳見定)

技術基凖及ぴ

第叫条
の1曜〕

省郁1号

検査対象設備時期方法ア録

,分な方法(邪¥貞検イ乍動試験

省令52号

第110条
安全管^方法

文書と実地審査て青ラう)

^る
める'

^
定める省令」

^
11
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剣缶費頁住親)

通達

干魔3・0128原^号

「電気事業去施打規a麓叫知)3第項
第1号及て陣2号定める定期事業者
検査の方去の解釈

通達



3.2 定期事業者検査の流れ

定期事業者検査は、設置者により主体的に実施されることが必要ですが、設置

者と協力事業者、国、安全管理審査機関等関連部門との業務の係わのについて、

表1に示した関係法令等に基づき図示したものが図3です。

ここで、点線で囲まれた項目については1号組織に特化した要求事項で、すべ

ての設置者に求められる要求事項は、実線で囲み表示されています。

次に、定期事業者検査業務そのものに限定し、より具体的に図示したものが図

4です。

4.定期安全管理審査の受審

4.1 定期事業者検査と安全管理審査のフロー図

定期事業者検査、定期安全管理審査に関し、設置者と安全管理審査機関との業務

の係わりについて時系列的に示したのが図5(12 頁)で、13 頁には、この図中の項目に

関する本書の記載頁を示しています。従って、この図を 13 頁の説明や巻末の様式集

に綴じられた各種書類様式を見ながら時系列にたどって頂ければ、定期事業者検査と

定期安全管理審査の要領がお分力叩いただけるのではないかと存じます。

定期安全管理審査の詳細につき今少し以下に説明します。

4.2 文書審査

文書審査では、申請者より提出された申請書及び添付資料を基に定期事業者検

査組織(協力事業者を含む)の検査実施体制及び文書整備状況が審査基準の要求

事項を満たしているかどうかにつき審査します。

同時に、文書審査で明らかに出来なかった審査項目を摘出し、実地審査の効率

化と漏れ防止に役立てます。

文書審査は、原則として当社安全管理審査室または駐在所において、日本検査

枕単独で実施します。

当該文書審査の結果、審査項目の内文書化が求められている項目の欠落が見つ

かった場合は、「文書審査結果通知書」(様式一4)(25頁)を用い申請者の連絡

担当者宛に通知します。

当該通知を受け、定期事業者検査マニュアル、定期事業者検査要領書等の修正

が必要と判断された場合、修正の上これらの訂正版を実地審査前に日本検査枕宛

にお送り頂くか、実地審査当日の初回会議時に提出してください。

4.3 申請書発行後、実地審査までの情報連絡

日本検査枕の安全管理審査室では、申請書受領後、法の要求、申請者の都合等

を考慮して実地審査日時を決定し、「審査確認書」(様式一5)(26頁)、実地審査計画書

(様式一6)(27 頁)を用い、原則、実地審査日の 1週間前までに以下の事項につき

確認/連絡します。

②審査場所、①審査日時、 ③詳細タイムスケジュール、

④ご出席頂きたい方々の氏名 ⑤担当審査員氏名、

⑥その他確認・依頼事項(適用審査基準、審査対象電気工作物名、審査場所

の確保依頼等)
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設置者

0定期事業者検査
[検査の手順・手法:省令第94条の3],[製品基準:技術準]

[気事業法施行規則第94条の3各号の解釈例].[技術基準の解釈第1章~第9章]

(必要な場合)

内点検外観点検

目視点検

厚さ測定

不合品管理

肉)1定

余寿命評価

開放点検

液体;透探傷試

測定計画策定又は見直し

使用開始

各目の検査

[検査方法]電

[判定基準]技術

不適合品理

作動試験

業法施行規則第94条の3各号の解釈例

準及び法定事業者検査実施組織の定めた判定

保存

総合試運転

の4 2項]

定期事業者検査記録作成

[省令第94条の4第 1項]

畢

図 定期事業者検査の実施に係る流れ
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審査結果の
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図5 定期事業者検査と安全管理審査のフ口図
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図5の読み方

規則第94条の2の期間
<蒸気夕ービン本体とその附属設備>

運゛云開始日又は定期事業者検査終了日以降4年を超えない時期
<ガスタービン(出力一万キロワット未満の発遜艾備)>

運f云開始日又は定期事業者検査終了日以降3年を超えない時期
くボイラー・独立過梨曙&・蒸気貯蔵器等とその附属設備、
ガスタービン(出力1万KW以上の発高旦備)、液イヒがス設備、ガス化炉設備>

運車云開始日又は定期事業者検査終了日以降2年を超えない時期
く燃料電池用改質器)

運※云開始日又は定期事業者検査終了日以降13月を超えない時期

①

②本書6.1(14頁)及びキ隶式8(31頁、当社ホームぐージにワード版あり)参照。

③本書7.1.2(2×17頁)をご参照ください。

④本書2.4(5頁)及び2.5(6頁をご参照ください才剰寸の様式1(19,20頁参照

⑤規則第94条の2の期間(①参照)の終了前であれぱ何時開始可。

⑥一般に定期事業者検徹t象設備の試運転終了日が定期事業者検査終了日。

⑦定期事業者検査終了1こより、設置者殿の一存で検査文豫設備の使用開始可。

⑧本書4.3(8頁)をご参照ください。

⑨本書4.2(8頁)をご参照ください。

⑩本書4.4.1(12頁をご参照ください。

⑪本書4.4.1の⑤、4.4.2及N.5(13頁)をご参照ください。

⑫本書4.6(14頁)をご参照ください。

⑬本書6.2(14頁)をご参照ください。

⑭本書5(H動をご参照ください。

⑮本書7.1(17頁)、特に7.1.2(1)(18頁)をご参照ください。
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4.4 実地審査

実地審査は、次の事項に付き関係者からの聞き取りと記録により審査を行うものと

定められています。

イ設置者の法定事業者検査の実施に係る体制について、文書審査により確認で

きなかった事項

口設置者があらかじめ定めた(各種要領書に規定したり、文書化せず組織内で定

め、周知徹底した)法定事業者検査の実施に係る体制に従って当該法定事業

者検査が行われているかどうかを判断するために必要な事項

すなわち、定期安全管理審査では、文書審査と実地審査を通じ、審査基準である「使

用前・定期安全管理審査実施要領(内規)NISA-234e-10-1」の添付資料 1-1(1号

組ヌ翻又は 1-2(2号ネ断樹に定められた法定審査6項目の実現度合いが、「文書化

するか、文書化していないが社内ルール化するという形で取り決められ、これらがどの

程度周知されているか。」とその実行状況の両面から審査されます。

法定審査6項目

使用前・定期事業者検査の実施に係る組織

検査の方法

工程管理

検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

検査記録の管理に関する事項

検査に係る教育訓練に関する事項

4.4.1 実地審査の流れ

「実地審査計画書」(様式一6,27頁)によりあらかじめ連絡するタイムスケジュールの順

に、実地審査の要領を以下に説明します。

①初回会議

審査の冒頭に行なわれる初回会議において、審査チーム長は、設置者側の検査

責任者の出席を受けて次の事項を行ないます。

審査開始の挨拶と審査員の紹介

審査の基本事項(概要、審査範囲、審査基準、等)の確認

定期事業者検査スケジュールの確認

・申請者倶技寸応者配置の要請

・双方の遵守事項の確認

・最終会議時の内容説明(検出事項の扱い、是正処置の確認方法等)

前回の指摘事項に対する改善状況の確認(1号組織の場合のみ)

なお、1号組織に対する審査においては、前回の審査にて指摘を受けた事項で、

かつ、当該評定通知に記載されていた事項については、今回の初回会議時に、是

正又は改善状況に付き確認しますので、関連書類の事前準備をお願いします。

②実地審査

審査の進め方は、設置者の法定事業者検査実施体制及びその実施状況、各定期
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事業者検査プロセスでの検査結果について、文書審査で確認できなかった項目に

関する聴取および記録類の確認により、全審査項目を漏れなく審査します。

あらかじめ計画した審査時間で全審査項目を網羅的に審査するため、保安上重

要な問題で技術基準不適合又は審査基準に適合しない事項を検出したものの設置

者の同意が得られない場合は、未解決問題である旨を双方で確認した上で次の項

目に進み、当該問題点は最終的に余裕時間がある場合に再検討を行なうか、確認さ

れた事実と双方の見解を「検出事項報告書」(様式一フ,28 頁)に記し、国ヘ報告する

という処置がとられます。

③チーム会議

チーム会議は、審査終了後、審査チームメンバーだけで審査結果のまとめを行うも

のです。その目的は、聞き取り及び書類確認によって行った体制構築と実施状況の

確認結果について審査員の主観的な要素を排除し、審査チームとしての統一結論

を導き出すためのものです。

④まとめ会議

審査日が複数日にわたる場合、当日の審査の締めくくりとしてチーム会議後、設

置者に対し、当日の審査の実施内容、検出事項の確認、次回のスケジュール等に

つき確認します。

⑤最終会議

審査最終日のチーム会議後、必要に応じ、検査責任者に対する最終的な事実確

認を行い、審査チームとして次の事項を伝え審査を終了します。

・検査責任者の出席確認

・審査結果の所見

・申請者倶仂心の質問等の有無の確認

・検出事項に対する適合・不適合の判定結果、是正処置確認手順信亥当する場合)

・経済産業大臣又は各地区産業保安監督部長ヘの通知スケジュール

4.42 検出事項発見時の対応

審査によって審査基準に適合しない事項又は技術基準に適合しない保安上重要

な問題を検出した場合は、「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)NISA・器4e-

10-1」様式Uこ内容を記載し、設置者から同意の旨の署名を受領し、その写しをお渡し

します。同意が得られなかった場合は、署名なしで設置者にその写しをお渡しします。

〔設置者から同意が得られなかった場合、審査チームリーダーは、その旨を記録に残

すことが国から求められています。(審査実施要領の添付資料2)〕

「審査基準に適合しない場合の取扱い」(内規の添付資料2,44,妬頁Xこ規定する

「重大な不適合で技術基準等法令違反に関する審査基準に適合しない事項」を検出し

た場合、安全管理審査室長は、「定期安全管理審査実施中における検出事項につい

て」(内規様式1、29頁)に従った報告書を作成し、至急、国に報告します。

4.5 実地審査終了後の追加業務

定期安全管理審査で指摘を受け、「重大」に該当する不適合があった場合、設置者は

再発防止のための対応をとることが求められると共に、当該対応の実施とその適切性に

かかわらず、当該安全管理審査の結果は、「否」として報告されます。

しかしながら、「軽微」に該当する不適合であった場合は、1ケ月(「検出事項報告書」

の発行日から起算)以内に「軽微な不適合とされた検出事項に対する適切な是正対策」
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の回答があった場合には、是正確認を行なうことを条件として、当該安全管理審査結果

は「良」として報告されます。一方、1ケ月以内に適切な是正処置実施の回答がない場合

は、「否」として報告するよう求められています。以上から、「軽微」に該当する不適合の

指摘を受けた場合は、当社との緊密な情報連絡により対応につき万全を期すことが必要

になります。

4,6 審査結果の国ヘの通知

実地審査終了後、原則30日以内に国(各産業保安監督部または原子力安全・保安院

電力安全課宛)に「定期安全管理審査結果の通知について」(内規様式2,30-32 頁)に

て通知します。なお、当該通知に並行して通知書の写しを設置者ヘも送付します。

5.国からの評定結果の通知

審査機関からの報告に基づいて国は評定を行い、その結果を安全管理審査の結果の

報告があった日から原則30日以内に「設置者に対する審査結果及び評定結果の通知様

式」(内規様式3,33頁)を用い、設置者宛に通知がなされます。

その場合の国からの評定結果の通知要領は、基本的に下表に示したとおりです。

表国による評定内容

N0

審査機関による審査結果

継続的な検査

実施体制

2

左記以外の法定

審査6項目

良

否又はー

3 否又はー

6.審査料金の見積と支払い

6,1 審査料金の見積

審査料金の見積をご希望の場合は、巻末様式集の(様式一8,34頁)を用い、 ご

請求ください。(Eメーノレ、 Fax、郵送のいずれでも可)

6,2 審査料金の支払い

審査料金の請求と支払いの要領は、以下の通りです。

住)審査結果の国ヘの通知(4.6、 16頁)に並行して設置者ヘ送付される通知書の写

しに審査料金の請求書を同封します。〔なお、(様式2,器頁の「連絡窓口等」

にて連絡担当者と異なる請求書送付先をご指定の場合は勿論のこと、請求書送付

先と請求書宛名が異なるとか設置者固有の請求書様式の指定等々のご要望がお

ありの場合は、当該「連絡窓口等」にてご指示いただくか、個別にご連絡いただけ

良

良

「十分な体罰仂ミとられている。」
(1号に掲げる組織として3年間のインセンティブ期問の付与)

国による評定内容

「体罰仂ミとられている。」
(2号に掲げる組織として評定。インセンティブなし)

「体制がとられていない。」
(2号に掲げる組織として評定。インセンティブなし)
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れば対応します。〕

②請求書受領月の翌月末日までに指定の銀行口座にお振込み願います。

フ.参考情報

フ.1 定期事業者検査体制作りの進め方

定期事業者検査実施体制を構築する場合、各種の方法が考えられますが、その

ーつの例を以下に示しますので、体制作りの参考にしてください。

フ.1,1 定期事業者検査実施体制の基本的要件

定期事業者検査体制の要件は、細かい点を除いて言えば、次の2つの要件に

集約されます。

A 定期事業者検査に関する法令要求を満足すること。

B 定期安全管理審査基準を満足すること。

以上2つの要件につき今少し詳細に見ていきましょう。

川定期事業者検査に関する法令要求ヘの対応〔フ.1.1のA〕

法令要求を満足するように体制作りをするとしても、表1(7頁)の12もの法

令要求に対応するためには大変な手間が必要とお老えかもしれませんが、これ

らの中身を詳細に見ていくと、結局、「定期事業者検査においては、電気工作

物が技術基準(表1の法令4~6、 8、 9)を満足するかどうかを表1の法令 10

に記された要領で検査し、確認すればよい。」ことが分かります。もちろん、

法令 10 の中にも記されているように、法令 10 は例示として記されているだけ

で、個々には、各設置者がお使いの設備に合わせ、独自の点検・整備・検査項

目を追加する必要がある場合もあります。追加すべき項目については法令10

に記された例示を参老にすれば、その必要な程度が分かります。(追加検査項

目の選定等に悩まれる場合は、休.火力原子力発電技術協会から発行されてい

る「火力発電所の定期点検指針」等の参老資料を利用されることをお勧めしま

す。)

更に、設置者として心強く感じられるかもしれないことを言えば、今回の運

用改善での変更は、上記 7.1.1のBに関する変更であって、上記 7.1.1のAに

ついては実質的な変更がないことです。言い換えますと、従来から 7.1.1のA

を満足する検査がなされておれば、従来通りでも 7.1.1のAについての問題は

ないはずです。従来、指摘を受けていないことは、「やるべき検査をすべて、

抜けなく実施する」という設置者としての責任を免責するものではないとは言

え、このことは、ある一定の安心感を与えてくれるはずです。

②定期安全管理審査基準ヘの対応〔フ.1.1 のB〕

定期事業者検査は、①で述ベた点、すなわち法令要求の満足が本旨であって

安全管理審査で適合とされることに努力することは、本末転伊ル考えられるかもしれ

ませんが、①の要求を安定的に満足できる体制の要件を記したものが、安全管理

審査基準ですので、これを満足する体制作り(フ.1,1 のBの達成)にもエネルギーの

一部を割いて頂きたいと思います。

それでは、本論である安全管理審査基準を満足する体制作りの進め方について

の話に移りましょう。
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審査基準では、 4.4(14 頁)で記した法定審査6項目毎に、かなり具体的に

要求項目が記されていますが、皆さんが体制作りをされる場合の具体的な進め

方に付き述ベてみたいと思います。

フ.12 定期事業者検査体制作りの具体的な進め方

川検査体制の要領書作り

1)「定期事業者検査要領書」の作成

定期事業者検査の審査基準(本資料の35-43頁に添付)は、定期事業者検査を

実施する体制として備えるべき項目を記したものです。このルールがすべて

の定期事業者検査関係者に周知され、実行されておれば良いわけですが、こ

れを徹底するために、審査基準の要求内容を文書化した「定期事業者検査要

領書」の作成が必要です。もちろん、文書化が必須とされているものは審査

基準の一部のみで、審査基準のすべてを文書化することは求められていませ

ん。しかし、文書化が必須でないその他の項目についても「明確にする、体

制を構築する」等の表現で関係者に周知し、実行されていることが求められて

います。周知と実行を徹底するための第一歩として文書化することにより、

周知徹底する内容の共通化ができ、かつ、周知のためのテキストにもなるわ

けで、文書化しておくことが得策でしょう。(文書化せずとも組織の常識とし

て定着しており、周知と実行に懸念のない項目を文書化から外すことは問題

ありません。)

文書化のステップを順を追って記して行きますと、

①「定期事業者検査要領書」(名称は任意で、設置者によっては"定期事業

者検査マニュアル"と呼称されている場合もあります。)の第1ステップは、

審査基準〔1号組織希望の場合は、 q烝付資料1- 1,35-40 頁)を、 2号組

織希望の場合は q添付資料1- 2,41-43 頁)〕の張付けです。

②第2ステップは、張付けた審査基準の内の「文意が汲み取りにくい点や

要求されている項目の達成すべき程度が判りづらい部分」の平易化、具体

化です。(この問題については、当社ホームページの解説「新運用に基づく

使用前・定期安全管理検査とその準備の7~13」等を参吉に、個々の設

置者の組織の規模、当該発電設備の安全面での重要度と複雑度等を老慮し、

平易化、具体化を図って下さい。)

2)「定期事業者検査実施要領書」の作成

前記の①は7.1.1のBの項目の文書化ですが、1.1のAの項目を文書化

したものが「定期事業者検査実施要領書」です。にの名称についても任意

で問題ありません。)

フ.1.1の①においても記したように、フ.1.1のAの項目については新運用

後も実質的に従来と変わっていないため、従来でも、実施すべき検査項目と

その方法については適切になされていたはずです。(従来通りであるにもか

かわらず、新運用後の審査で新たに問題点が指摘された場合は、それらの問

題点は、本来従来の審査においても指摘されるべき項目であったことになり

ます。)

しかしながら、主として7.1.1のAの項目を文書化した「定期事業者検査実
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施要領書」においても、フ.1.1のBの体制面については、従来のままでは不十

分な点が存在する可能性がありますので、新運用対応のための見直し作業は、

この点についての補強が主体となるはずです。

新規に「定期事業者検査実施要領書」を作成する場合は、表1(7頁)の法令

等の10に実施すべき検査の要領が記されていますのでこれをべースにして、

技術基準や使用されている発電設備の具体的数値、方法、従来の記録様式等

を活用して当該要領書を作成すればよいでしょう。

さらに、記述に際しては個々の設置者の組織の規模、当該発電設備の安全

面での重要度と複雑度等によっては、簡略化にも配慮し、フ.1.1のAの達成

に最大限の力点を置かれることが必要です。

注意を払って頂きたい他の事項は、審査基準の「使用前・定期安全管理審

査実施要領(内規)平成器・06・器原院第3 号」の添付資料2 「審査基準に

適合しない場合の取扱い」(44,45 頁)の2.からもお分かりの通り、検査対象

設備の漏れ、検査結果記録の不適切、事業者検査や安全管理審査の未実施、

未受審、技術基準の誤判定や検査漏れ等の法要求事項の未達成防止対策で、

これらが発生した場合には、直ちに「審査基準に適合しない。」と評価され、

最低ランクの評定につながりますので、この点に特に注意を払い当該要領書

を作成されることをお勧めします。

②定期事業者検査関係者ヘの要領書の周知徹底

設置者が新運用対応の体制作りに際し悩まれる事項のーつが、審査基準に

おける当該項目かもしれません。というのは、定期事業者検査の新運用の母体

である溶接事業者検査の新運用適用に際し、「火原協」から発行された「火力発

電所溶接事業者検査手引き」において「溶接事業者検査に従事する要員に対する

必要な力量の例」において金属材料・冶金・溶接材料・溶接設備等の知識を含む

15項目が挙げられていることから、定期事業者検査においても同様に多方面

の知識が要求されることが予想されるためですが、これらの知識に関する要求

はすべて、「事業者検査要領書」と「事業者検査実施要領書」の内容の理解におい

てこれらの知識が必要なため求められているもので、究極的に必要なことは、

「事業者検査要領書」及び「事業者検査実施要領書」の内容の十分な理解です。

したがって、定期事業者検査関係者に対する事前の教育等についてもこれら二

つの要領書の内容の理解と周知に重点を置き、計画されることが重要です。

教育の方法についても、必ずしも講義形式である必要はなく、教育内容に関

し力量のある人を中心にした勉強会形式とか、自学自習をも取り入れた教育方

式を採用することも可能です。

しかしながら、いずれにせよ、力量のある人による教育効果の確認がなされ、

噛学自習を含む教育」と「効果確認」の記録が残されていることが求められます。

③定期事業者検査の実施に協力事業者を活用する場合の体制構築

定期事業者検査に協力事業者を活用することを計画されている場合には、次

の4つの事項が適切に」実行される体制であることが求められます。

①協力事業者ヘの要求事項

②協力事業者の選定、評価基準及びその結果

③協力事業者に委託する業務に対する検証要領
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④協力事業者に委託した業務に対する検証結果

これら4つの事項に対する体制作りにつき順を追って記していきます。

1)協力事業者を活用することを決めた場合には、先ず協力事業者に何を求め

るのかを検討し、これを文書化することが求められます。

協力事業者に求めるものは次の2つに大別されるでしょう。すなわち、

a.協力事業者の要件

これには、検査対象電気工作物に関する検査経験、検査に必要な設備・

機器等の保有、検査を担当委託する検査員の検査経験・資格・力量、工事

部門からの独立性確保、要件を備えた検査員の数、等が最低限必要です。

b.委託する検査業務の内容と程度

これには、委託する検査工程別に検査実務の全てを委託するのか、それと

も、設置者と分担するのか、分担するのであればその区分、検査の具体的

要領、担当する検査員に求める要件、提供を求める検査機器とその点検・

校正等の精度管理要領、要報告事項、不適合管理要領をふくむ検査品質の管

理要領、委託先に委譲する権限と義務等々です。

この場合、検査の具体的要領等の作成に当っては、予定している協力事

業者等に協力を求めるのも良いかもしれません。〔①〕

2)次は②の協力事業者選定・評価です。このためには、協力事業者選定・

評価のための基準を作成し、これを基に予定している協力事業者の評価を

行なうことが必要です。そして当該協力事業者が選定・評価基準に適合して

いる場合は、その記録を残すことも必要です。〔②〕

以上で検査を委託する協力事業者が決まった場合は、上記の文書化した協

力事業者ヘの要求事項を提示して正式に検査委託の約束を取り決めることに

なります。〔①〕

3)準備事項はこれらに止まるものではなく、委託する検査業務が約束通り実

行されているかどうかにつき設置者自身がチェックする検証要領を決めてお

くことが求められています。検証の程度は、委託先の過去の実績、信頼度に

応じて決めることが必要です。〔③〕

4)実際の検査業務がスタートした後は、あらかじめ決めた検証要領に従い検

証作業を実施し、その記録を残します。〔④〕

以上が協力事業者を活用する場合の体制作りの要領ですが、これらは設置者が

直接委託する第一次の協力事業者だけではなく、第2次以降の協力事業者があ

る場合(例えば、非破壊検査のみを第2次協力事業者に委託する場合)には、同

様の体制が求められます。にれはどこまでも事業者検査を委託する場合であ

つて、工事のみを委託する場合は含まれません。)
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フ.2 様式集

様式1 定期申請書記載様式

日本検査株式会社

代表取締役社長野呂克彦 殿

定期安全管理審査申請書

電気事業法第茄条第4項の規定により次のとおり審査を受けたいので申請します。

審査を受けようとする組織の名称

定期事業者検査の協力事業者の名称

(複数の場合はすべて記載:別紙添付可)

④

申請番号

申請年月日

器定期第粋*②

平成器年8月8日

定期事業者検査対象電気工作物の概要

(名称及び数量:別紙添付可)⑤

住所:〒123-0045

**市***町**番地

氏名:ABC株式会社DE工場

工場長*****回①

定期事業者検査の実施場所及び当該検

査記録の保管場所⑥

(複数の場合はすべて記載:別紙添付可)

③

匪入例

(名称) ABC株式会社DE工場FG発電所

q主所)〒123-0045 **市***町**番地

希望する評定区分

陥称) LM工業株式会社PQ工場

q主所)〒098-0076 ##市##町##番地

(代表者氏名)PQ工場品質保証部

(委託している業務の内容)使用前自主検査業務

定期事業者検査の実施(予定)期間

審査希望日

NO.4ボイラー

NO.2蒸気夕ービン

信羊細については、別紙参照)

⑦

備老

⑨

(名称)ABC株式会社DE工場FG発電所

q主所)〒123-0045 **市**町**番地

01号組織(口新規、

.

⑧ 平成**年**月**日~平成**年**月**日

150 vh

5, ooo k＼N

平成**年**月**日

(添付資料)

1.委任状(の写し)⑩

2.定期事業者検査要領書の写し⑪

3.連絡窓口等様式一2 (23 頁)

4.定期事業者検査計画書様式一3(24頁)

図更新)、 01号の2組織

2号糸且織
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定期安全管理審査申請書記入例についての注記

①定期安全管理審査を申請する当該発電設備の設置者の代表者の名称(例**市長将"、

代表取締役****、等)

ただし、当該代表者の委任を受けて申請する場合には、当該受任者の名称を記入し、委任状

を添付して申請して下さい。

②申請者が任意に定めた文書番号を記入して下さい。

③定期事業者検査の組織名をご記入ください。①と③の組織が異なる場合

(例代表取締役の委任を受けて、工場長が申請する場合等)は、③に対応した名称及び住所

を記載して下さい。

④定期事業者検査を委託している場合にのみ記載して下さい。(単に、工事の施工を委託して

いるだけの場合は記載不要です。)

⑤(2号組織の場合)事業者検査の対象である全ての電気工作物の名称及びその容量

(1号組織又は1号の部且織の場合)

前回1号組織としての評定を受けた通知日から3年を経過するまでの期間内に定期事業者検

査を実施したすべての電気工作物の名称及びその容量

⑥定期事業者検査の場所が複数の場合には、その全ての事業者検査実施場所を記入して下

さい。ただし、一部を施工工場でも実施しているが、工場での実施分を含む全ての定期事業

者検査を発電所において再度実施し、当該発電所での検査を正式の検査としている場合は、

発電所のみを事業者検査実施場所として記載して下さい。

⑦今回の審査の結果の評定において取得を希望する組織の区分を.で表示して下さい。

(注)1号を希望する場合は、品質マニュアルの準備が彪、要になると共に、内規の添付資料1

-1に基づく審査が実施されます。)

⑧今回の審査の対象である全ての電気工作物の定期事業者検査の中の最初の検査開始a

から最終の検査終了(予定泊までの期間(個々の電気工作物毎の事業者検査期間は、実地

審査で必要に応じ、確認することになります。また、記載された終了日と実際の終了日が異な

つた場合は、実地審査時に申し入れていただけれぱ結構です。)

⑨⑧と同様、申請書記載の審査ヨと実際の審査口が異なることになるのは問題ありません。

⑩委任状については、過去において当社に原紙をご提出頂いている場合は、その写しで結構

ですが、今回が当社での初回の場合は、原紙を提出して下さい。

⑪設置者の事業者検査の体制を記した書類で、審査基準が文書化を求めている事項につい

て記載されている文書のことで、これらの事項が複数の文書に渉って記載されている場合は、

それらのすべての文書につき添付して下さい。
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様式一2

【国からの評定結果の通知書送付先】

(貴社から通知書送付先として特別の希望があった場合に、当社から国ヘの通知書送付時

に特記するものですので、申請書に記載された住所、氏名と同じで良ければ、記載不要

です。ただし、当該要望は国の意向により代表者宛に発行される場合があることをご了

承ください。)

①役職

②氏名

③送付先

住所

郵便番号

《連絡窓口等》

【連絡担当者】

①所在地

②郵便番号

所属

③役職

④氏名

TEL

FAX

E -mail

⑤備考

【請求書送付先】

①所在地

郵便番号

所属

②役職

③氏名

TEL

④請求書宛名

⑤備考

備老

①【請求書送付先】と【連絡担当者】が同じでよい場合は、

の記載は不要です。

②項目が網羅されておれば、様式は問いません。
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様式一3 (定期事業者検査計画表の一例)

定期事業者検査刻象設備

前回検査終了日

今回定期事業者検査予定期間

ABC株式会社 DE事業所FG発電所

検査対象箇所

胴
汽水胴

;オく

水胴

百皇

火炉

過熱器

再熱器

艮P 灰名寺

2012.04.16

第1号ボイラー

2009.05.10

2012.05.25^

区亙入回

内部点検による外観検査と胴内部溶接線のPT

2012.05.21

過熱器管

再熱器管

後壁下部及び節炭器入口管寄せの内部外観点検

検査方法

2012.05.21

安全弁

管寄せ及び管寄せ吊金具の外観点検

給水止め弁

缶水循環ホ゜ンイフ゜

外観点検と代表管寄せの内部点検

給水ポンフ゜

通風機

燃焼装置

外観点検と代表点の肉厚測定

外観点検と代表点の肉厚測定

ボイラーに附属する管

j气フK胴安全弁の邪¥点検と組立て後の作動Ξ式験

邪ネ点検

邪¥点検

外観点検と代表点の肉厚測定

ボイラー試運車云

2012.05.25

缶水循環ホ゜ンフ゜

糸合水ポンフ゜

通風機

邪羣外観点検と組立て後の作動Ξ式験

外観検査と作動試験

外観検査と作動Ξ鵡貪
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余寿命評価(測定計画に基づき実測定は次回実施)

じ主)

承く言忍、

0
(2012.4.10)

同様の内容のものであれば、
様式は問いません。

審査

0

バーナーの外観点検

(20124.10)

烝発管

艮Π炭暑呈管

2012.05.25

止め弁蒸←

試
運
転
計
画

管
寄
せ

弁

ボ
イ
ラ

附
属
設
備

管



様式一4

申請書番号

受審組織名

文書審査実施文書

文書審査結果通知書

文書審査実施者

項目内容

気付き事項

及び

質問事項

文書番号、項目番号、

根拠基準、項目番号、

等

承認者 日本検査株式会社安全管理審査室長
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様式一5

審査確^

下記にて審査を予定しておりますのでよろしくお願いいたします。

具体的には添付資料をご参照願います。

番査の種類

様

申請書番号

電気工作物名称

電気工作物所在地

審査電気工作物

B・T主任技術者

TEL

FAX

メール

平成粋年粍月**日

審査チーム長

番査員

審査日

時間

JOB. NO

通知書番号

添付資料

審査計画書等

備考(交通費、最寄駅よりの交通手段等)

日本検査株式会社

安全管理審査室
*****

T e l :船一3朋7-3664

nx :03-3朋7-3679
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様式一6

1.審査概要

申請書番号

申請者名

審査基準文書

実地審査計画書

(検査協力事業者名)

(1)適用される基準

使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)「添付資料1-2」*

(2)適用されるマニュアル

①定期事業者検査要領書

審査実施場所

出席予定者 (1)設置者

(2)審査機関

審査チーム長

審査員

審査日時

予定時間 **.**

**.**

一胴、、ー **.**

**・**

J'、.ノ **.**

**・**

ノー、.ノ

初回会議

審査(

審査(

昼食

審査(

審査(

チーム会議

最終会議

**・**

**.**

i"^" **・**

*

**.**

ノ'、J

2号組織の場合

**・**

**・**

J'、.J **・**

**・**

ーー、.ノ **・**

ノ』、y **・**
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様式一フ

識別番号

申請者名

審査年月日

適用文書(品質マニュアル、定期事業者検査要領書等)

審査場所

検出事項報告書

適用基準オ吏用前・定期安全管理審査実施要領(内規)「使用前・定期安全管理審査の審査基準」

要求事項

平成年月

検出事項の内容及び客観的証拠

日

申請番号

審査員名

文書番号

上記の通り報告いたします。内容を確認されましたら、下欄にサインしていただき原貝!ルして2週間

以内(最終期限1ケ月Xこ是正処置計画を提出願います。

平成年月日審査員

上記の内容を確認いたしました。

申請者側責任者

重大 軽微

平成 年 月 日
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日本検査妹

審査
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(内規様式1)検出事項報告様式

原子力安全・保安院電力安全課長殿

又は00産業保安監督部電力安全課長殿

申請書番号

平成年

平成0年0月0日付け第0号をもって00から申請のあった定期安全管理審査を実施してい

るところですが、審査において検出事項がありましたので、下記のとおりご報告致します。

定期安全管理審査実施中における検出事項について

住所

氏名

月

東京都中央区八丁堀1-10-フ

日本検査株式会社代表取締役社長

野呂克彦 印

1

日

審査を受けた組織の名称

2 申請年月

平成

平成

日、申請番号、

年月

年月

3 検査の内容

記

審査期間

日、

日~平成

4 検出事項の内容

年 月 日
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(内規様式2 1)電気事業法第55条第6項で準用する法第50条の 2第5項に基づく

定期安全管理審査通知様式

経済産業大臣殿

電気事業法第肪条第4項の規定に基づき定期安全管理審査(以下、「審査」という。)

を行ったので、第肪条第6項において準用する同法第50条の 2第5項に基づき、

審査結果を別紙のとおり通知します。

通知書番号

平成**年**月**日

定期安全管理審査結果の通知について

日本検査株式会社

代表取締役社長

野呂克彦印
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(内規様式2 - 2)

1 審査を行った組織

設置者名

申請番号

発電所名及び所在地(検査の実施場所)

協力事業者(名称及び所在地)

2 審査年月日

文書審査年月日及び実施場所

平成年月日()

実地審査年月日及び実施場所

3 審査を行った者の氏名

審査チーム長

4 検査の責任者氏名

職・氏名

申請年月日

検査の内容

別紙

6.審査に適用した基準

使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)添付資料1-2の「電気事業法施行規則第73

条の6第2号又は第94条の5第1項第2号に規定する組織に係る審査基準」*

(* 2 号組織の場合)

7

番査員

審査の結果

審査項目種別

法定審査6項目

審査項目

法定事業者検査の実施に係る組織

検査の方法

インセンティブ

関連項目

工程管理

検査において協力した事業者がある場合には、

当該事業者の管理に関する事項

検査記録の管理に関する事項

検査に係る教育訓練に関する事項

継続的な検査実施体制

審査結果
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(内規様式2 - 3)

8 所見

8.1 総合所見

8.2 法定事業者検査の実施に係る組織の適切性

(関連文書名)

8.3 検査の方法の適切性

(関連文書名)

8.4 工程管理の適切性

(関連文書名)

8.5 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理の適切性

(関連文書名)

8.6 検査記録の管理の適切性

(関連文書名)

8.7 検査に係る教育訓練の適切性

(関連文書名)

8.8 (該当すれば)インセンティブ関連審査項目の適切性

9 安全管理審査において参照した資料名
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(内規様式3)設置者に対する審査及び評定結果の通知様式

00株式会社
00 00 ノ叉

平成0年0月0日付け第0号をもって00から通知があった上記の件について、電気事業法

第55条第6項において準用する同法第50条の2第7項の規定に基づき、下記のとおり通知

します。

記

定期安全管理審査の審査結果及び評定結果の通知について

1 審査を受けた組織の名称

2.審査基準

使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)
(平成2 2年6月3 0日付け平成2 2 ・ 0 6 ・ 2 8原院第3号)

経済産業大臣 00 00 又は
00産業保安監督部長 00 00

3 審査結果

審査項目種別

月

法定審査 6 項目

インセンティブ関連項目

法定事業者検査の実施に係る組織

4.評定結果(次のうち、いずれかを記載)

.当該審査を受けた組織は、定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられている。

.当該審査を受けた組織は、定期事業者検査の実施につき体制がとられている。

.当該審査を受けた組織は、定期事業者検査の実施につき体制がとられていない。

5.次回の定期安全管理審査の受審時期

電気事業法施行規則第94条の5第1項(第1号、第1号の2、第2号)の規定に基づき受審すること。

検査の方法

工程管理

検査において協力した事業者がある場合には、

当該事業者の管理に関する事項

審査項目

検査記録の管理に関する事項

検査に係る教育訓練に関する事項

継続的な検査実施体制

審査結果
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様式8 定期安全管理審査見積依頼書様式

(送付先)

E-Mail

Fax

日本検査株式会社安全管理審査室宛

定期安全管理審査見積依頼書

下記条件で安全審査料金の見積をお願いします。

ankansin@nihonk

03-3537-3679

貴社名

住所

ご担当者氏名と連絡先

Sa.CO

2 受審組織

3

平成

安全管理審査の種類

4 審査対象電気工作物

年

(氏名)
(所属)

(T e l .)
(F aX

(E・MaiD

月

5

日

審査予定時期
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6 審査場所(審査対象設備所在地)

(複数の場合は別紙可)

図 1号組織

7 直近の駅

駅からの交通手段(所要時間及び

概略料金)

口使用荊

図2号組織

9 見積提出期限

10

.定期

備考

(制約事項などがある場合に

適宜ご記入ください。)

平成 年 月 日

平成 年 月 日 時まで

〒

〒



フ.3 審査基準 〔「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)」より〕

電気事業法施行規則第73条の6第1号若しくは第94条の5第1項第1号又は第73

条の6第1号の2若しくは第94条の5第1項第1号の2に規定する組織に係る審査

基準

審査機関は、使用前安全管理審査においては、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下W釦と

いう。)第50条の2第4項及び電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「省令」とい

う。)第73条の8に規定する審査項目、また、定期安全管理審査においては、法第郭条第5項及び省令

第94条の7に規定する審査項目(以下「法定審査6項目」という。)について、的確に構築され機能してい

るかどうかを審査しなければならない。

①法定事業者検査の実施に係る組織

②検査の方法

③工程管理

④検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

⑤検査記録の管理に関する事項

⑥検査に係る教育訓練に関する事項

各法定審査項目に関する具体的な審査に当たっては、卿蜂田省令第73条の6第1号若しくは第94条

の5第1項第1号又は第73条の6第1号の2若しくは第94条の5第1項第1号の2に規定する組織に係る法

定審査6項目に対する審査基準」を適用する。

添付資料1-1
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別紙省令第73条の6第1号若しくは第94条の5第1項第1号又は第73条の6

第1号の2若しくは第94条の5第1項第1号の2に規定する組織に係る

法定審査6項目に対する審査基準

1 法定事業者検査の実施に係る組織

以下の事項について審査しなれぱならない。

1.1.すべての法定事業者検査実施体制に対する要求事項

1.2.継続的な法定事業者検査実施体制に対する要求事項

1.1.すべての法定事業者検査実施体制に対する要求事項

(1)検査実施体制の構築

①法定事業者検査実施組織が、検査実施体制を検査が一元的に管理される組織ごとに構築して

いること。

②使用前自主検査を行う場合は法第50条の2に基づき、定期事業者検査を行う場合は法第55条

に基づき、適切に検査を行うことができる実施体制力誹蒜築されていること。

③検査実施体制に電気工作物の種類に応じて必要な主任技術者が含まれていること。

④法定事業者検査実施組織における役割分担、責任及び権限を明確にしていること。なお、検査

に協力事業者がいる場合には、設置者と協力事業者の相互関係を明確にしていること。

⑤法定事業者検査実施組織は、検査の計画及び実施に関する審査及び承認を適切に実施して

いること。

(2)検査員の確保

①法定事業者検査実施組織は、検査に従事する検査員の必要な教育又は訓練を受講又は経験

しているものの中から、必要な数の検査員を確保していること。

②検査を適切に行うため、彪、要な数の検査員が必要な箇所ヘ配置されていること。

1.2.継続的な法定事業者検査実施体制に対する要求事項

審査機関は、法定事業者検査実施組織が法定事業者検査の実施につき十分な体制が取られてい

るか否かを、次の観点から、審査しなければならない。

・継続的な検査実施体制を構築し、維持するため1.1及び以下(1.2.~6.)に示す事項について

マニュアノレ化され、維持していること。

1.2,1 組織及び検査実施体制

①設置者は、検査の法的な位置付けを十分に理解した上で、品質方針及び品質目標を明確にし、

組織及び実施体制を構築していること。

②検査マニュアルについて、検査業務によって得られた知見、監査等によって得られた知見を的

確に反映する観点から、必要の都度及び定期的な見直しを行う仕組みを有していること。

③検査マニュアルに従ってネ断哉運営が適切に機能する状況にあること。

(1)法定事業者検査実施組織を構成する人的管理

法定事業者検査実施組織は、構成する人的管理として、「6.検査に係る教育訓練に関する事
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項」を構築し、維持していること。

(2)測定機器等

法定事業者検査実施組織は、検査に必要な測定機器等を明確にし、維持管理していること。

(3)検査の方法の規定

法定事業者検査実施組織は、あらかじめ法及び省令等に適合する検査の方法を規定しておくこ

と。

1.2.2 文書及び記録の管理

法定事業者検査実施組織は、文書管理及び記録の管理を規定する手順を構築していること。

1.2.3 評価及び改善

(1)内部監査

①法定事業者検査実施組織は、検査の実施体制について、次の事項が満たされているか否かを

明確にするために、あらかじめ定められた間隔で内部監査する仕組みを構築し、維持していくこと。

a)検査の実施体制が法に定める要求事項に適合し、法定事業者検査実施組織が決めた検査に

関する要求事項に適合していること。

b)検査の実施体制が効果的に構築され、維持されていること。

②監査員は自らの検査は監査しないこと。

③監査の計画及び実施、結果の作成及び結果の報告、記録の維持に関する責任並びに要求事

項を「文書化された手順」の中で規定していること。

④監査された領域に責任をもつ管理者は、発見された不適合及びその原因を除去するために遅

滞なく必要な修正及び是正処置が講じられることを確実にする仕組みを構築し、維持しているこ

と。フォローアップには、講じられた処置の検証及び検証結果の報告を含める仕組みを構築し、

維持していること。

(2)是正処置

①法定事業者検査実施組織は、検査によって得られた情報を基に、是正処置を講ずるための以

下の仕組みを有していること。

②法定事業者検査実施組織は、再発防止のため、不適合の原因を除去する処置をとること。

③是正処置は、発見された不適合が有する影響に見合うものであること。

④次の事項に関する要求事項を規定するために「文書化された手順」を確立していること。

a)不適合の内容確認

b)不適合の原因の特定

C)不適合の再発防止を確実にするための処置の必要性の評価

d)必要な処置の決定及び実施

e)講じた処置の結果の記録

D講じた是正処置の有効性のレビュー

(3)予防処置

①法定事業者検査実施組織は、起こり得る不適合が発生することを防止するために、その原因を

除去する処置を決めていること。

②予防処置は、起こり得る問題の影響に見合ったものであること。

③次の事項に関する要求事項を規定するために「文書化された手順」を確立していること。

a)起こり得る不適合及びその原因の特定
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b)不適合の発生を予防するための処置の必要性の評価

C)必要な処置の決定及び実施

d)講じた処置の結果の記録

e)講じた予防処置の有効性のレビュー

2.検査の方法

以下の事項について審査しなければならない。

2.1.検査に対する要求事項の明確化及びレビュー

法定事業者検査実施組織は、検査を適切に行うために必要な要求事項を次の観点から明確に文書

化するとともに、検査を行う前にその内容のレビューを完了していること。

1 要求事項の明確化2.1

①検査に関連する法令要求事項

②明示されてはいないが、検査に不可欠な要求事項

③法定事業者検査実施組織が必要と判断する追加要求事項

2 要求事項のレビュー2.1

①検査に対する要求事項が定められていること。

②検査に対する要求事項が以前に提示されたものと異なる場合には、それについて解決されてい

ること。

2.2.測定機器等の管理

①法定事業者検査実施組織は、実施すべき測定の方法を明確にしていること。また、そのために

必要な測定機器を明確にしていること。

②法定事業者検査実施組織は、①の測定方法に従い各検査を適切に実施していること。

③検査の判定に使用する測定機器に関し、次の事項を満たしていること。

a)定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして

校正又は検証する。そのような標準が存在しない場合には、校正に用いた基準を記録する。

b)機器の調整をする、又は必要に応じて再調整する。

C)校正の状態が明確にできる識別をする。

d)測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。

e)取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護する。

④さらに、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、その測定機器でそれ

までに測定した結果の妥当性を評価し、記録していること。

⑤要求事項にかかわる測定にコンビュータソフトウェアを使う場合には、そのコンビュータソフトウェ

アによって意図した測定ができることを確認していること。

2.3.検査計画の策定

検査の計画に当たっては、次の事項について該当するものを明確にすること。

a)具体的な検査の方法及び判定基準

b)その検査実施に必要な検査員の配置や使用する測定機器等

C)検査の方法及びその結果が要求事項を満たしていることを実証するために必要な記録
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3.工程管理

以下の事項について審査しなけれぱならない。

3.1 検査の完了確認

検査計画で決めた検査方法を満たし、検査がすべて完了していることを確認していること。

3.2.不適合品の管理

①法定事業者検査実施組織は、次のいずれかの方法で、不適合品が処理されていること。

a)検出された不適合を除去するための処置をとる。

b)当該権限をもつ者が、特別採用によって、合格と判定することを許可する。ただし、当然のことな

がら、技術基準を満たしていないものを特別採用することはできない。

C)本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。

②不適合品の記録及び、不適合品に対してとられた特別採用を含む処置の記録を維持しているこ

と。

③検査において不適合品に対して処置を施した場合には、技術基準ヘの適合性を実証するため

の再検査を行っていること。

4.検査において協力事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

審査機関は、協力事業者がある場合には、設置者が、当該事業者の管理に関する以下の事項を定め

て実施し、記録していることについて審査しなけれぱならない。

①協力事業者ヘの要求事項

②協力事業者の選定、評価基準及びその結果

③協力事業者に委託する業務に対する検証要領

④協力事業者に委託した業務に対する検証結果

5.検査記録の管理に関する事項

以下の事項について審査しなければならない。

5.1.一般事項

①法定事業者検査実施組織は、要求事項ヘの適合の証拠を示すために、記録を作成し、保存し

ていること。

②記録は、読みやすく、容易に識別可能で、検索可能であること。

③記録の保管、保護及び廃棄を実施していること。また、必要な期間保存していること。

5.2.記録の作成

①法定事業者検査実施組織は、省令第73条の5又は省令第94条の4に基づき、検査の結果の記

録として、次に掲げる事項を記載していること。

a)検査年月日

b)検査の対象

C)検査の方法

田検査の結果

e)検査を実施した者の氏名

D検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

g)法定事業者検査の実施に係る組織
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h)検査の実施に係る工程管理

D検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

D検査記録の管理に関する事項

k)検査に係る教育訓練に関する事項

②殊佳続的な検査実施体制」を構築している法定事業者検査実施組織においては、マニュアルの

是正、予防処置等による見直しを実施した場合には、その内容を記録しておくこと。

5.3.記録の保存

法定事業者検査実施組織は、検査の結果の記録について、5.2.① a)からDまでに掲げる事項に

ついては5年間保存するものとし、Ξ)からk)までに掲げる事項については、当該検査を行った後、法

第50条の2第7項(法第諾第6項において準用する場合を含む。)の通知を受けるまでの期間保存す

るものであること。

なお、殊佳続的な法定事業者検査実施体御山を構築している法定事業者検査実施組織において

は、マニュアルの是正、予防処置等による見直しを実施した場合は、その記録を法第50条の2第7項

(法第55第6項において準用する場合を含む。)の通知を受けるまでの期間保存されているものであ

ること。

6.検査に係る教育訓練に関する事項

以下の事項について審査しなければならない。

6.1 検査員の確保

①検査に従事する要員に必要な教育、訓練、経験を明確にする。

②彪、要な教育・訓練又は他の処置を確実に実施する。

6.2.教育訓練記録の作成及び維持

教育、訓練、経験について該当する記録が作成され、保存されていること。
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電気事業法施行規則第73条の6第2号又は第94条の5第1項第2号に規定する

組織に係る審査基準

審査機関は、使用前安全管理審査においては、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下坪島とい

う。)第50条の2第4項及び電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「省令」という。)

第73条の8に規定する審査項目、また、定期安全管理審査においては、法第郭条第5項及び省令第94

条の7に規定する審査項目(以下「法定審査6項目」という。)について、的確に構築され機能しているかど

うかを審査しなけれぱならない。

①法定事業者検査の実施に係る組織

②検査の方法

③工程管理

④検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

⑤検査記録の管理に関する事項

⑥検査に係る教育訓練に関する事項

各法定審査項目に関する具体的な審査に当たっては、卿俳氏「省令第73条の6第2号又は第94条の5

第1項第2号に規定する組織に係る法定審査6項目に対する審査基準」を適用する。

牙1絲氏省令第73条の6第2号又は第94条の5第1項第2号に規定する組織に係る

法定審査6項目に対する審査基準

添付資料1-2

1.法定事業者検査の実施に係る組織

以下の事項について審査しなればならない。

①検査実施体制の構築

①法定事業者検査実施組織が、検査実施体制を検査が一元的に管理される組織ごとに構築して

いること。

②使用前自主検査を行う場合は法第50条の2に基づき、定期事業者検査を行う場合は法第肪条

に基づき、適切に検査を行うことができる実施体制が構築されていること。

③検査実施体制に電気工作物の種類に応じて必要な主任技術者が含まれていること。

④法定事業者検査実施組織における役割分担、責任及び権限を明確にしていること。

なお、検査に協力事業者がいる場合には、設置者と協力事業者の相互関係を明確にしているこ

と。

⑤法定事業者検査実施組織は、検査の計画及び実施に関する審査及び承認を適切に実施して

いること。

(2)検査員の確保

①法定事業者検査実施組織は、検査に従事する検査員の必要な教育又は訓練を受講又は経験

しているものの中から、必要な数の検査員を確保していること。

②検査を適切に行うため、必要な数の検査員が必要な箇所ヘ配置されていること。

2.検査の方法

以下の事項について審査しなければならない。
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2.1.検査に対する要求事項の明確化及びレビュー

法定事業者検査実施組織は、検査を適切に行うために必要な要求事項を次の観点から明確に文

書化するとともに、検査を行う前にその内容のレビューを完了していること。

2.1.1 要求事項の明確化

①検査に関連する法令要求事項

②明示されてはいないが、検査に不可欠な要求事項

③法定事業者検査実施組織が必要と判断する追加要求事項

2.1.2 要求事項のレビュー

検査に対する要求事項が定められていること。

2.2.測定機器等の管理

①法定事業者検査実施組織は、実施すべき測定の方法を明確にしていること。また、そのために

必、要な測定機器を明確にしていること。

②法定事業者検査実施組織は、①の測定方法に従い各検査を適切に実施していること。

③検査の判定に使用する測定機器に関し、次の事項を満たしていること。

a)測定機器に関し適切な精度維持方法が定められ、かつその方法通りに校正または検証が確実

に実施されていることを確認する。

b)機器の調整をする、又は必要に応じて再調整する。

C)校正の状態が明確にできる識別をする。

d)測定した結果が無効になるような操作ができないようにする。

e)取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護する。

④さらに、測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合には、その測定機器でそれ

までに測定した結果の妥当性を評価し、記録していること。

⑤要求事項にかかわる測定にコンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェ

アによって意図した測定ができることを確認していること。

2.3.検査計画の策定

検査の計画に当たっては、次の事項について該当するものを明確にすること。

a)具体的な検査の方法及び判定基準

b)その検査実施に必要な検査員の配置や使用する測定機器等

C)検査の方法及びその結果が要求事項を満たしていることを実証するために必要な記録

3.工程管理

以下の事項について審査しなければならない。

3.1.検査の完了確認

検査計画で決めた検査方法を満たし、検査がすべて完了していることを確認していること。

3.2.不適合品の管理

①法定事業者検査実施組織は、次のいずれかの方法で、不適合品が処理されていること。

a)検出された不適合を除去するための処置をとる。

b)当該権限をもつ者が、特別採用によって、合格と判定することを許可する。ただし、当然のことな

がら、技術基準を満たしていないものを特別採用することはできない。

C)本来の意図された使用又は適用ができないような処置をとる。

②不適合品の記録及び不適合品に対してとられた特別採用を含む処置の記録を維持しているこ

と。

③検査において不適合品に対して処置を施した場合には、技術基準ヘの適合性を実証するため
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の再検査を行っていること。

4、検査において協力事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

審査機関は、協力事業者がある場合には、設置者が、当該事業者の管理に関する以下の事項を定

めて実施し、記録していることについて審査しなけれぱならない。

①協力事業者ヘの要求事項

②協力事業者の選定、評価基準及びその結果

③協力事業者に委託する業務に対する検証要領

④協力事業者に委託した業務に対する検証結果

5.検査記録の管理に関する事項

以下の事項について審査しなけれぱならない。

5.1.一般事項

①法定事業者検査実施組織は、要求事項ヘの適合の証拠を示すために、記録を作成し、保存し

ていること。

②記録は、読みやすく、容易に識別可能で、検索可能であること。

③記録の保管、保護及び廃棄を実施していること。また、必要な期間保存していること。

5.2.言己録の作成

法定事業者検査実施組織は、省令第73条の5又は省令第94条の4に基づき、検査の結果の記録

として、次に掲げる事項を記載していること。

a)検査年月日

b)検査の対象

C)検査の方法

d)検査の結果

e)検査を実施した者の氏名

D検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

g)法定事業者検査の実施に係る組織
h)検査の実施に係る工程管理

D検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

j)検査記録の管理に関する事項
k)検査に係る教育訓練に関する事項

5.3.言己録の保存

法定事業者検査実施組織は、検査の結果の記録について、5.2.① a)から 0までに掲げる事項に

ついては5年間保存するものとし、g)から k)までに掲げる事項については、当該検査を行った後、法第

50条の2第7項(法第55第6項において準用する場合を含む。)の通知を受けるまでの期間保存するも

のであること。

6.検査に係る教育訓練に関する事項

以下の事項について審査しなけれぱならない。

6.1.検査員の確保

①検査に従事する要員に必要な教育、訓練、経験を明確にする。

②彪、要な教育・訓練又は他の処置を確実に実施する。

6.2.教育訓練記録の作成及び維持

教育、訓練、経験について該当する記録が作成され、保存されていること。
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フ.4 審査基準に適合しない場合の取扱い〔「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)」より〕

添付資料2

電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)に基づく安全管理審査の過程において、審

査基準に適合しない事項を検出した場合の取扱いは、次のとおりとする。

1.事実三忍定

検出された審査基準に適合しない事項について、法定事業者検査実施組織から十分意見を聴取

し、かつ客観的資料に基づき事実を認定し、記録する。

審査基準に適合しない事項に対して法定事業者検査実施組織側の同意が得られない場合は、その旨

を記録する。

2.審査基準に適合しない事項の分類

検出された審査基準に適合しない事項を次のように分類する。

なお、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「省令」という。)第73条の6第2号

又は省令第94条の5第1項第2号に規定する組織に係る審査においては、「2.3.改善が期待される事

項」は適用しない。
2.1.重大

次のいずれかに文寸応するもの。

(1)法令に対する違反又は保安に重大な影響を与えうる可能性がある事項を自ら検出できずに、適切

な処置がなされていない場合

【例示】

a)検査に係るデータの改ざん、ねつ造等の不適切な行為が発見された場合

b)検査対象の選定に重大な玻症が検出された場合

C)検査結果の記録を適切に行っていない場合

d)安全管理審査の受審を適切に行っていない場合

e)検査の未実施の場合

②審査基準に照らし、検査実施体制の複数の運用・維持面での欠落、又は不履行が検出された場合

【例示】

ω審査項目の複数の項目に欠落があり、検査体制に支障をきたすか、重大な影響を及ぽすと

判断される事項が検出される場合

b)審査基準に適合しない軽微な事項が多数発見され、検査実施体制が機能していないと判断

される場合

(3)審査基準に照らし、検査の確実な実施を行う能力について客観的証拠から重大な疑義があると判

断された場合

【例示】

a)検査員が重要な法令要求事項について無知であることが検出された場合

b)検査実施体制の技術基準ヘの適合判定能力に問題が検出された場合

C)法定事業者検査実施組織が定めた文書又は手順に基づく複数の項目が実施されていないこ

とが検出され、この結果が安全上重要と判断される場合

田不適合処理に重大な玻癌が検出された場合

2.2.軽微

次のいずれかに対応するもの。

(1)審査基準に照らし、設置者が作成した「検査マニュアノレ」又は「検査実施要領」の維持・運用におけ

る弱点を示す所見が検出されたものであって、検査実施体制の能力に重大な影響を与えないもの

②審査基準に照らし、当該法定事業者検査実施組織による技術基準適合性確認の結果には影響を

与えないが、将来的に改善を要するもの
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2.3.改善が期待される事項

次のいずれかに対応するもの。

(1)審査基準に照らし、修正を必要とするものであるが、検査実施体制の欠陥や弱点を示すものでは

なく、予防処置の面から改善を期待する事項

(2)審査基準に照らし、適合しているが、法定事業者検査実施組織による改善によって、更なるパフォ

ーマンスの改善に繋がるもの

3.審査基準に適合しない事項に対する対応

審査要領書で定める「様式1 検出事項報告様式」により、重大、軽微等の判定を含め、客観性を有

する根拠によ吋由出された検出事項の内容を設置者に明示する。

なお、省令第73条の6第2号又は省令第94条の5第1項第2号に規定する組織に係る審査において

は、「3.3.改善が期待される事項」及び「3.4.前回の審査指摘事項のフォローアップ」は適用しない。

3.1.重大な場合

審査結果について、「審査基準に適合しない」と評価する。

設置者に対し、再発防止のための対応を指示し、次回の安全管理審査時に是正内容を確認する。

登録安全管理審査機関においては、審査結果の通知の所見にこの旨を記載する。

なお、登録安全管理審査機関においては、技術基準等法令違反に関する審査基準に適合しない事

項があり、当該設備を使用している場合は、使用前・定期安全管理審査実施要領の「様式1 検出事

項報告様式」により、速やかに国に報告を行うものとする。

3.2.軽微な場合

設置者に対し、問題点を「様式1 検出事項報告様式」により通知し、設置者の対応を観察する。

審査基準に適合しない事項に対する対策の回答結果が十分と判断される場合には、是正確認を行う

条件で審査結果を「検査の実施につき(十分な)体制がとられている」とする。

ただし、1か月以内(検出事項報告書の発行日から起算)に、検出した審査基準に適合しない事項に対

して、適切な対策の回答結果が得られないと審査機関が判断した場合は、審査結果について、「審査

基準に適合しない」と評価する。

この場合、設置者に対し、再発防止のための対応を指示し、次回の安全管理審査時に是正内容を確

認する。

登録安全管理審査機関においては、審査結果の通知の所見にこの旨を記載する。

3.3.改善が期待される事項

審査基準に適合しない事項として検出したものの、その内容が審査結果に影響を及ぽすものではな

く、改善が期待される事項であった場合は、問題点を設置者に通知することにより改善を促し、次回の

安全管理審査時に取組みの内容を確認する。

登録安全管理審査機関においては、審査結果の通知の所見にこの旨を記載する。

3.4.前回の審査指摘事項のフォローアップ

前回の審査にて指摘された事項であって、直近の評定通知によって通知されたものについては、次回

の安全管理審査時に是正又は改善されているかどうかを確認する。登録安全管理審査機関において

は、審査結果の通知の所見にこの旨を記載する。
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フ.5 お問合せ先

安全審査申請、ご質問等につきましては、

下記宛にご連絡ください。

お問合せ先

日本検査株式会社安全管理審査室

電話:03-3認7-3664

nx :03-3脇7-3679

メール: ankansin@nihonkensa. CO. jp

http ://WWW. nihonkensa. CO. jp/gyomu/'ankanURL
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